
十勝川水系河川整備計画(原案)に寄せられたご意見について 

 

■ 縦覧期間 

平成 21 年 9月 10 日(木)～平成 21 年 10 月 19 日(月) 

 
■ 縦覧場所 

・十勝川流域内市町村(帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札

内村、更別村、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町)の各市役所・役場 

・帯広土木現業所(本所) 

・帯広開発建設部(本部、帯広河川事務所、池田河川事務所、ホームページ) 

 
■ 住民説明会 

  6 回開催 参加者 247 名 (記名者) 

  平成 21 年 9 月 29 日 豊頃町 45 名 

  平成 21 年 9 月 30 日 帯広市 41 名 

  平成 21 年 10 月 1 日 幕別町 31 名 

  平成 21 年 10 月 6 日 池田町 55 名 

  平成 21 年 10 月 7 日 芽室町 38 名 

  平成 21 年 10 月 8 日 音更町 37 名 
 

■ 関係住民の方々からの提出意見数 

 意見募集期間中(平成 21年 9月 10日～平成 21年 10月 19日)のファックス等による意見書提出は 75

名の方からありました。 

市町村別意見書数 

 

 

 

 

 
■ 公聴会 

平成 21 年 10 月 29 日 18:30～20:10 

とかち館 1 階 丹頂の間 

公述人 9 名 

傍聴者 44 名 (記名者) 

 
 

説明会開催状況 

公聴会開催状況 

参考資料２ 

市町村名 意見書数 市町村名 意見書数

帯広市 40 幕別町 3

音更町 10 池田町 1

上士幌町 3 豊頃町 3

芽室町 4 不明 11

計 75

帯広市
54%

音更町
13%

上士幌町
4%

芽室町
5%

幕別町
4%

池田町
1%

豊頃町
4%

不明
15%
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関係住民の方々から寄せられたご意見

<001>

<002>

　お住まいの市町村（例：帯広市） 帯広市

１．意　　見

<003>

　お住まいの市町村（例：帯広市） 芽室町

１．意　　見

私は帯里地区に住んでおりまして日々帯広川(旧帯広川)に接しています、
近年の河川環境整備は自然を考慮した大変親しみ易い環境で住宅地として
も住みやすいと評価されております。
しかしながら河川利用者のマナーも再考すべき点もあります、(生活ゴミ
や不法投棄等)私共の地区では河川の花壇への花植やゴミ拾い等住民の意
識も良い方向に変化しておりますが、今後も住民と行政が協力し一体と
なった治水や環境整備も宜しくお願い致します。

近頃国内では財政難や政権交代など情勢が変わることにより、今まで十
勝川の河川敷での散歩、運動、河川景観の観賞等で生活の一部として楽
しんできました。
これからも河川環境が良くなる事なら歓迎ですが、予算の削除などで工
事や維持管理が削られたり、廃止されることにより、住民生活に不具合
が生じる事が予想されます。
そのような無いように開発建設部の皆さん頑張って下さい、住民も応援
します。
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<044>
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<046>

<047>

<048>

-　18 -



<049>

<050>

<051>
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<053-1>

　お住まいの市町村（例：帯広市） 音更町
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<053-2>
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<054>

<055>
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<056>

　お住まいの市町村（例：帯広市） 豊頃町
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<057-1>

　お住まいの市町村（例：帯広市） 豊頃町
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<057-2>
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<058-1>

　お住まいの市町村（例：帯広市） 上士幌町
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<058-2>
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<058-3>
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<058-4>

<059-1>
　お住まいの市町村（例：帯広市）
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<059-2>

<060>
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<061>

<062>

　お住まいの市町村（例：帯広市） 帯広市
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<063>

　お住まいの市町村（例：帯広市） 帯広市

１．意　　見

<064>

　お住まいの市町村（例：帯広市） 帯広市

１．意　　見

<065>

　お住まいの市町村（例：帯広市） 音更町

１．意　　見

　札内橋のたもとに住居をかまえ40年以上経ちました。昔はわずかな雨でも市立
病院の近くが浸水したこともあります。改修工事が進むにつれて、そのようなこ
とも聞かなくなりました。また、洪水による人的な被害については、近年、十勝
において有難いことに聴いたことがありません。
　しかし、温暖化が進み集中豪雨や台風の大型が進む中で、全国各地で悲惨な水
害が出ています。この計画が確実に実施されることにより、これまで以上に安全
で安心な生活ができることを期待しています。
　少子高齢化が進む中で高齢者者は、わずかな洪水でも避難に困窮し、従来にも
まして人的被害につながる可能性が高くなったと思います。一貫し迅速な治水対
策をお願いします。
尚、増水するたびに、札内橋下流の高水敷の同じ様な所に大量の流木やゴミが流
れ着きます。撤去に時間と労力を繰り返しているように感じます。半永久的な対
策はないのでしょうか。
　また、高齢社会に向かう中で、高齢者や身体的弱者が安全で楽しく河原を散策
できる遊歩道やサイクリング道の整備をお願いします。車椅子での利用等また駐
車場や公衆トイレの完備もぜひお願いします。

　この河川整備計画が実施されることにより、ハザードマップ(1m～2m未満の区
域)に示された浸水区域(私の居住地域)は改善されていくのでしょうか。
　また、この計画は30年に一度の降雨を対象とのことですが、近頃の温暖化から
もっと大きな雨に対応した方が良いのではないでしょうか。
　当町内も高齢化が進み小さな洪水でも年寄りをかかえての非難は困難で、人的
被害がでることが心配です。

十勝の地域は、近年、人的な被害を伴う大きな水害に見舞われていないため治水
に対する関心が薄れてきています。
計画的な治水事業が実施され安全な社会の基盤を着実につくって下さい。
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<066>

　お住まいの市町村（例：帯広市） 帯広市

１．意　　見

<067-1>

　お住まいの市町村（例：帯広市）

１．意　　見

国民の財産や生命を守る地道で自然と対じした壮大な事業であると思います。
地域の地勢や自然環境に配慮し、長期的視点にたった治水行政をお願いします。

1. 河川の特性の無理解について

　十勝川水系河川整備計画原案（以下、原案）において、「河川の特性」はキー
ワードの一つです。
　治水上の課題（29ページ）では、「今後の河川整備にあたっては、・・・河川
の特性・・・を勘案し、・・・進める」とされ、河川整備の基本理念（61ペー
ジ）では「河川整備は、・・・河川の特性、・・・を踏まえた上で、・・・推進
する」とされているのです。
　しかし、言葉とは裏腹に、この原案では、十勝川水系の河川の特性が理解され
ていません。それは、河川の特性の主要な要素である動植物の生息・生育状況の
記載からも明らかです。

　原案では、十勝川水系において生息・生育が特徴的である種を着目種とし、カ
ワアイサ・ショウドウツバメ・タンチョウ・サケ・ケショウヤナギ・シシャモ・
エゾカオジロトンボを挙げています。しかし、ケショウヤナギを除き、他の水系
にも広く分布する種であり、十勝川水系を特徴付ける種とはいえません。つま
り、十勝川水系の河川の特性を知る種とはいえないのです。

　十勝川水系の河川形態の最大の特徴は、帯広構造盆地に展開する網状流にあり
ます。北海道において、これほど網状流が集中するところは他にありません。し
たがって、この網状流の砂礫川原に依存して生きる種、すなわちケショウヤナ
ギ・カラフトモメンヅル・セグロセキレイ・イカルチドリ・カワラバッタなどが
この水系で注目される動植物ということになります。しかし、この原案には、カ
ラフトモメンヅル・セグロセキレイ・イカルチドリなどは記載されていません。
特に、カラフトモメンヅルは、わが国での分布が局限され、十勝地方では音更川
と十勝川の一部に生育します。

　網状流は、多量の砂礫の供給と移動により出現します。これが札内川に「清流
日本一」（41ページ）をもたらし、「川のダイナミズムを感じ」（53ページ）さ
せる秘密なのです。しかし、砂礫の多さゆえに網状流は、ときに「暴れ川」とも
なる宿命をもっています。十勝川水系の河川の特性をこのように理解するのが大
事であって、砂礫の多さを「河川を荒廃させ河川災害を大きくしており」（13
ページ）などと捕らえるのは、河川の特性の理解力不足といわなければなりませ
ん。
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<067-2>

　河川特有の動植物の保全に関して、第三次生物多様性国家戦略では、「河川特
有の植物であるカワラサイコ、カワラヨモギ、カワラノギク、カワラハハコなど
は、洪水により頻繁に攪乱を受ける砂地、礫河原に生育していますが、流量の平
準化や河床の低下などにより攪乱作用が及ばなくなると、他の植物が優勢とな
り、群落が置き換わってきます。このように、河川特有の環境に依存した動植物
の生息・生育環境を保全することが必要です。」とされています。しかし、この
原案にはこのような視点からの保全策はみられません。

　なお、氷河期の遺存種および着目種の説明文は、不適切なので、それぞれ「氷
河期に広く分布していたが、現在限られたところに生息・生育している種」「十
勝川水系を特徴づける種」などと書き直す必要があります。44ページの「土壁」
は誤用であり、河岸の小崖とでもすべきです。また、「動植物の生息・生育・繁
殖の場」との記述が各所にでてきますが、第三次生物多様性国家戦略では、「生
育・生息環境」に含まれる概念として扱い、繁殖の場を略す、としています。こ
の原案もこの見解に従うべきです。
　このように、原案は、河川の特性の理解および環境保全対策が不十分であり、
記述にも問題があることから書き直しが必要です。

２．多自然川づくりの誤解について

原案の18ページには「平成2年からは、現在の多自然川づくりの先駆けともいえ
るAGSの思想が、河道設計や河岸保護工等に活かされてきた」とし、下頃辺川の
例が掲載されています。
下頃辺川の例とは、低平地の小河川である下頃辺川に巨石を配置したものです。
巨石の供給源となる山岳地帯から遠く離れた、この小河川には本来巨石など存在
しません。このような「多自然川づくり」は、庭園作りの発想であり、自然の対
極にある「不自然」川づくりとでもいうべきものです。

原案でも、多自然川づくりについて、河川が本来有している生物の生息・
生育・繁殖環境および多様な河川景観を保全・創出するための河川管理、
と定義しているのであって、本来ないものを創出することなど、原案の定
義とも反します。したがって、この下頃辺川の事例は削除するか、不適切
な反省例として掲載されなければなりません。

３．河畔林管理の説明不足について

原案では、河道内の樹木が、洪水時には水位の上昇や流木の発生の原因に
なるので、樹木が繁茂する前に伐採を行う、としています（92ページ）。
図2-17の河道内樹木の管理イメージ図では、樹木が繁茂すると計画高水位
よりも水位が上昇する、との説明がされています。
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<067-3>

しかし、この原案は、計画高水位よりも低い、今後30年の河道への分配流量を前
提に立案されているはずです。したがって、分配流量の水位を示した上で、安全
に洪水が流下するか、の議論がされなければなりません。ここで原案の想定外で
ある計画高水位を持ち出すのは、住民の判断を惑わせるためといわなければなり
ません。
流木の大量漂着が漁業関係者にとって、大きな問題となっています。しかし、こ
の原案には、流木の発生多発地点を見極め、その対策をたてるといった具体的な
取り組みについての記述がありません。また、下流域の河畔林には上流からの流
木を捕捉する効果が知られていますが、このことにも全く言及していません。し
たがって、92ページの「河道内樹木の保全・管理」の項は見直す必要がありま
す。

４．相生中島地区などの河道掘削工事について

　原案の72ページに、「河道への配分流量を安全に流下させることができるよう
河道の掘削を行う」として、河道の掘削イメージ図（図2-3、図2-4）が掲載され
ています。ここでも図には、計画高水位のラインのみが記され、河道への配分流
量の水位のラインがありません。つまり河道掘削の判断基準が示されていないと
いうことであり、この原案には欠陥があるということです。　相生中島地区付近
は流下能力不足区間とされ、掘削工事に着手しています。
　そこで、私は、治水課長に「帯広付近の流下能力不足とされる区間で、Ｓ５６
年８月の豪雨の際に、洪水流が堤防を越えて溢れ出したところはあるのでしょう
か。もし、溢れ出なかったのであれば、その理由を教えてください。 」と質問
しました。これに対し治水課から「原案24ページに内水氾濫も含まれた浸水実績
図がありますが、ご指摘の区間で堤防を越えて溢れ出したところはありません。
この洪水では、支川の然別川等での氾濫や当時の河道状況などから、帯広付近で
は洪水流が堤防を越えて溢れ出るほどの流量には至っていなかったものと考えて
います。」との回答がありました。
　「堤防を越えて溢れ出るほどの流量に至っていなかった」という昭和56年8月
の豪雨では、帯広地点で4952立方メートル/ｓという、史上最大の流量を記録し
たことはよく知られています。この原案では、この洪水も踏まえ、ダムの貯水に
より帯広地点での河道への配分流量を4300立方メートル/ｓとしています。つま
り、数百年に1度の確率とされる昭和56年豪雨の流量の流下が可能だということ
です。したがって、流下能力不足として掘削することに、まったく合理的理由は
ありません。

5．外来種対策の欠落について

　第三次生物多様性国家戦略では、外来種の侵入に対し、「河川特有の生態系を
損なうなど、河川の生態系の質を低下させる可能性があります」とし、外来種対
策の必要性を認めています。そして具体的施策として、「近年の外来種の河川内
における急速な分布拡大は、一部の河川で大きな問題となってきており、引き続
き河川における外来種対策を進めていくとともに、外来植生や外来魚などについ
て調査研究を進め、効果的な対策を検討していきます」とされています。しか
し、この原案には外来種対策が欠落しています。
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<067-4>

6．原案の重大な欠陥について

今回、提案された原案では、洪水防御に関する計画の基本であるという、洪水の
ピーク流量（基本高水のビーク流量）の計算根拠、さらにこれと目標流量との関
係が説明されていないなど重大な欠陥があります。そして、図や附図には河道へ
の配分流量の水位を示すことなく、架空洪水ピーク流量に基づく計画高水位のみ
が示されています。つまり、住民議論に付すにはあまりにも欠陥の多い河川整備
計画原案であり、抜本的な見直しが必要です。

7．おわりに

　ダム建設凍結にみられるように、河川行政は、従来のそれとは大きく変わろう
としています。1から6で指摘したことを真摯に検討され、承服しがたい点がある
場合には、明確な根拠を示し説明ないし、反論されるよう強く要望します。沈黙
は、説明不能の証明であるということを指摘しておきます。

 以上
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<068-1>

　お住まいの市町村（例：帯広市） 上士幌町

十勝川水系河川整備計画（原案）に関する意見書

1．政権交代により治水対策の抜本的見直しが必要
　自民党から民主党への政権交代により、全国でダムの中止や見なおしが進めら
れています。このことは、これまで自民党政権のもとで立てられていた治水計画
が全面的に見直されることを意味します。今回提案された十勝川水系河川整備計
画原案も、自民党政権下で計画・検討されてきたものです。政権交代によって治
水のあり方自体が見なおしを求められている中で、従来の整備計画をそのまま踏
襲することは現状にそぐわず不適切です。今回の整備計画原案はすぐに確定させ
るべきではなく、前原国土交通大臣の治水整備の方針に基づいて再度検討し、提
案しなおすべきです。

2．根拠が不明のピーク流量
　今回の整備計画原案においては「戦後最大級の洪水」「150年に一度の降雨確
率」に供える治水対策をするとのことです。十勝川水系では昭和56年に数百年に
一度といわれる大雨が降りましたが、このときの帯広地点での流量は4952立方
メートルでした。これだけの水が流下しても堤防から水が溢れることはありませ
んでした。今回の原案では、帯広地点での河道への分配流量は4300立方メートル
としています。過去に4952立方メートルの水が流れているのですから、4300立方
メートルの流量はすでに確保できています。ところが、今回の原案では帯広地点
でさらに掘削工事が必要だとしているのです。説明が破綻しています。
　今回の原案においては、堤防整備や河道掘削の前提となる流量の設定の根拠が
書かれていません。たとえば基本高水流量の算出の基になっている150年に一度
の確率とされる大雨の降雨量や時間当たりの降雨量などの数値が示されていませ
ん。帯広地点においては、基本高水のピーク流量を6800立方メートル、計画高水
流量を6100立方メートルとしていますが、過去に4952立方メートルの水が流れた
際も破堤や溢水は生じておらず、この数値はきわめて過大に算出されたものとし
か考えられません。また、流下能力不足の解消を目的に平成19年に千代田新水路
が完成し、現在は同様の目的のもとに相生中島地区の水路掘削工事が行われてい
ますが、これらの水路掘削による治水効果についても何ら具体的な説明がなされ
ていません。直線化によって早く水を流すという考え方は、下流部での洪水を誘
発することにつながります。したがって、このような水路掘削が本当に有効であ
り必要なのかという疑念が持たれます。
　治水対策の根拠となる具体的数値を提示して納得のできる説明をしない限り、
この整備計画原案は認められません。
　また、帯広開発建設部のホームページでは、十勝川水系において「浸水想定区
域はんらんシュミレーション」を公開しています。このシュミレーションでは堤
防にそって破堤点を想定し、時間を追って浸水状況が示されるようになっていま
す。
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このシュミレーションは、氾濫計算条件として150年に一回程度起こる大雨が
降ったことにより十勝川が氾濫した場合に想定される浸水の状況を示したもの
で、指定の前提となる計画降雨は、十勝川流域の3日間総雨量214.8ミリとされて
います。今回の整備計画原案資料によると、3日間の流域平均雨量で最大の記録
は、昭和56年8月の283.8ミリ（帯広地点）です。前述したように、これだけの降
雨があっても堤防が決壊したり堤防を越えて水が溢れることはありませんでし
た。しかし、このシュミレーションでは昭和56年8月の大雨より少ない雨量での
破堤を想定していることになります。このような想定は実態とは合致せず、非現
実的です。しかもこの雨量で破堤を想定するということは、現在の堤防構造に欠
陥があることを意味することになり、看過できません。このシュミレーション
は、根拠のない破堤を想定して周辺住民に洪水による危険性を煽り、本整備計画
原案に盛り込まれた根拠不明の整備を正当化するものといえます。

3．過去の被害とその原因からの対策
　洪水対策を考える上では、過去の被害と原因を究明し、どのようにして被害を
防ぐかを検討する必要があります。たとえば、農地が冠水した場合と市街地が浸
水した場合では危険性や被害額が異なり、治水対策も変える必要があります。22
ページおよび23ページに洪水被害の概要が示されていますが、昭和56年8月の時
点では堤防の整備が進んでいたために、被害は上流部の支流および内水氾濫が主
であったとされています。近年の被害も内水被害が主です。そうであれば堤防の
整備や河道掘削よりも内水氾濫の対策を重視すべきですが、内水被害を軽減させ
るための対策については80ページに4行の記述があるにすぎません。過去の被害
ごとに原因を究明し、それを基にどの程度の治水対策が必要であるかを検討した
うえで整備計画をたてることを求めます。

4．遊水地などによる治水の検討
　近年では、ダムや堤防によって水を封じ込める治水のあり方は適切ではないと
して、遊水地などによる治水が行われるようになってきました。しかし、今回の
整備計画ではそのような検討が具体的になされたかどうかが書かれていません。
説明会でこの点について質問したところ、遊水地などによる治水についての検討
もなされたが採用されなかったとの説明がありました。なぜ採用されなかったの
か、検討内容について明らかにすることを求めます。

5．河畔林と流木の問題
　洪水時の水位の上昇や流木発生を防ぐために河畔林（河道内樹木）の管理が必
要だとのことですが、河畔林は野生動植物の生息・生育地になっているほか、流
速を低下させて下流域の洪水を軽減させる役割があります。また、上流からの流
木を捕捉する役割もあります。したがって、安易に河畔林を伐採するべきではあ
りません。
流木による漁業被害を防ぐ必要があるとのことですが、どこから流木が発生して
いるかについて調査を行い、その結果を公表することを求めます。
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6．絶滅危惧種の欠落
　動植物の生息・生育状況の記述で、十勝川下流部（45ページ）の確認種に、国
が絶滅危惧種（絶滅危惧Ⅱ類）に指定しているイソコモリグモが欠落していま
す。このデータは「河川水辺の国勢調査」によるものとのことですが、生息して
いる動植物を取り上げている以上、少なくとも絶滅危惧種については把握すべき
です。

7．事業費の明示
　整備計画案の事業費については新聞報道がありましたが、計画案では費用のこ
とは説明されていません。説明会で質問したところホームページに掲載されてい
るとのことでしたが、どこのページに書かれているのかわかりませんでした。治
水対策に莫大な税金が投入される以上、整備計画案に事業費の説明も盛り込むべ
きです。

8．説明会と意見募集
　今回の原案の縦覧は9月10日からでしたが、説明会は9月29日から10月8日にか
けてであり、最後の説明会から意見募集の締め切りまでは10日間しかありません
でした。これでは十分な検討ができません。縦覧と同時にすみやかに説明会を開
催することを望みます。
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　お住まいの市町村（例：帯広市）
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　お住まいの市町村（例：帯広市） 豊頃町

　十勝川最下流部の豊頃町は、十勝川治水事業の歴史とともに発展してきたと認
識しており、私の住む十勝川と利別川の合流点付近でも治水事業の恩恵を受け農
業経営をしているところです。しかしながら、昭和３７年、昭和５６年の大洪水
では、内水・外水はん濫で壊滅的な被害を受けました。
過去の経験をもとに３点意見を述べさせていただきます。

①　堤防の完成と同時に、下流部では内水はん濫が最大の課題となっており、排
水機場の設置について是非とも検討願いたい。
　　又、現在の十勝川は、昭和１０年代に新水路として掘削され小河川が堤内排
水に流入し地域の基幹排水路として機能しているので、堤内排水の定期的な土砂
上げを含む適切な管理を願いたい。

②　十勝川下流部の広大な河川敷に「柳」が繁茂して毎年１ｍ～２ｍ程度成長し
ている中で整備計画で想定している茂岩１３,７００ｔの流量が確保されるのか
疑問があります。河川断面を確保するためにも現在実施されている河川敷掘削事
業を河口部まで連続して、是非とも計画していただきたい。合せて現在豊頃町で
実施している泥炭土の農業連携事業は、農業者において有効性が高く期待される
事業であり、長期に渡り継続願いたいと思います。
又、河川敷に開拓以来生息していなかった「エゾ鹿」が、近年急激に増殖して多
大な農業被害が発生しています。さらに河口の大津では、洪水のたびに流木によ
る魚網被害が発生していますので、河畔林の適切な管理が望まれると同時に有効
活用の方法についても検討願いたい。

③　治水事業により人工的に改修した河川は、恒常的に管理をしないと、土砂等
が埋塞して完成時の流量を確保できなくなり、洪水被害を発生させています。
十勝川はもとより支流の礼文内川・牛首別川等の直轄管理河川についても最近の
異常気象による集中豪雨にも対応するよう、河川断面の適切な管理をお願いした
い。
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　お住まいの市町村（例：帯広市）

<074>

　お住まいの市町村（例：帯広市） 池田町

<075>

　お住まいの市町村（例：帯広市） 帯広川
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